








5.結論 

 学校検尿は、小児腎疾患の早期発見、早期管理に成果を上げて来たが、全県的にみれば

未だその施行実態は統一されておらず、この事により暫定診断にばらつきを生じ、ひいて

は管理上にも統一を欠く結果となることが判明した。この差を解消するためには、可能な

限り三次検診システムを統一する必要性があり、判定委員会を組織して診断と事後の追跡

管理について見解を示すことが重要であると考えられた。又、高等学校年令での腎機能低

下、腎不全の例数が 13%にも見られたことで明らかな如く、この年代での精検システムの

充実と、小児から継続しての追跡管理システムの確立が望ましいと思われた。 


